
令和６年４月から労政事務所の業務を次のとおり変更します。
宇都宮・小山・大田原・足利の労政事務所を廃止し、本庁労働政策課に集約します。

令和６年３月まで 令和６年４月以降 主な業務の担当・連絡先

宇都宮労政事務所
（河内庁舎内）
宇都宮市竹林町1030-2

労働政策課

宇都宮市
塙田1-1-20
（本庁本館６階）

◎労働相談
・労働者等からの労働相談
・働く人のメンタルヘルス相談
※来所等による労働相談は、本庁のほか
最寄りの合同庁舎（河内庁舎を除く）
県民相談室においても対応します。

◎仕事と家庭の両立
・仕事と家庭の両立応援宣言
・とちぎ働きやすい企業

◎働き方改革
・とちぎ働きやすい企業推進
・働き方改革関連セミナー

労働経済・福祉担当
TEL: 028-623-3217

小山労政事務所
（小山庁舎内）
小山市犬塚3-1-1

大田原労政事務所
（那須庁舎内）
大田原市本町2-2828-4 ◎就職支援

・合同企業説明会・面接会
・UIJターン就職促進

◎雇用対策
・雇用調整等地域連絡会議
・雇用調整等の情報収集・対応

◎労働教育
・高校等卒業予定者向け労働講座

雇用対策担当
TEL: 028-623-3224

足利労政事務所
（足利庁舎内）
足利市伊勢町4-19

４月１日開設
労働相談専用電話

TEL: 028-623-3535


